
（１）人件費の状況（普通会計決算）
区 分 住民基本台

帳人口
歳出額
（Ａ）

実質
収支

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

平成
29

年度

（平成 30 年 1 月 1 日）
7,801人

6,555,767
千円

103,820
千円

941,400
千円 14.4％

（２）職員給与費の状況（平成30年度一般会計予算）　

区  
分

職員数
（Ａ）

給    与    費
一人当た
り給与費

（Ｂ／Ａ）給  料 職員
手当

期末・
勤勉手当

計
（Ｂ）

平成
30

年度
119人 482,305

千円
58,593

千円
197,179

千円
738,077

千円
6,202

千円

（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況　
（平成 30 年４月１日現在）

区  分 一般職員 技能労務職
平均給与月給 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

錦江町 340,005 円 45 歳
04 ヶ月 291,164 円 49 歳

06 ヶ月

（４）職員の初任給の状況
（平成 30 年４月１日現在）

区    分
決定初任給

錦江町 鹿児島県 国
決定初任給 決定初任給 決定初任給

一  般
行政職

大学卒 179,200 円 179,700 円 179,200 円
高校卒 147,100 円 147,500 円 147,100 円

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成 30 年４月１日現在）

区    分 24 ～ 27 歳 36 ～ 39 歳 44 ～ 47 歳
一  般
行政職

大学卒 187,800 円 275,900 円 373,400 円
高校卒    　－ 　 円 304,800 円 369,300 円

（６）等級及び職制上の段階ごとの職員数
行政職給料表（一）　（平成 30 年４月１日現在）

等級 等級別基準職務表に
規定する基準となる職務

合    計 職制上の段階
（人） （％） （人） （％） 段階

１級 主事補及び主事の職 8 8.7

20 21.7
係
員
級

２級
特に高度の知識又は経
験を必要とする業務を
行う主事の職

5 5.4

３級 主査の職 7 7.6
４級 係長の職 24 26.1 24 26.1 係長級

５級

主幹、チームリーダー、
課長補佐、農政技術補
佐及び老人福祉セン
ター所長の職

36 39.1 36 39.1

課
長
補
佐
級

６級

１  参事の職
２  課長、支所長及び

各委員会の事務局長
及び事務局次長の職

12 13.1

12 13.1
課
長
級

７級

１  特に困難な業務を
所掌する参事の職

２  特に困難な業務を
所掌する課長の職

0 0

合　計 92 100

（７）職員手当の状況
ア　期末勤勉手当（平成 30 年４月１日現在）

区分

錦江町 国
期末
手当

（月分）

勤勉
手当

（月分）

計
（月分）

期末
手当

（月分）

勤勉
手当

（月分）

計
（月分）

６月期 1.225 0.900 2.125 1.225 0.900 2.125

12 月期 1.375 0.900 2.275 1.375 0.900 2.275

計 2.600 1.800 4.400 2.600 1.800 4.400

加算
措置

職制上の段階・職務の級等
による加算措置有

職制上の段階・職務の級等
による加算措置有

イ　退職手当（平成 30 年４月１日現在）

区   分
錦江町 国

自己都合
退職

勧奨・
定年退職

自己都合
退職

勧奨・
定年退職

勤続 20 年 19.6695
月分

26.3655
月分

19.6695
月分

24.586875
月分

勤続 25 年 28.0395 33.270750 28.0395 33.270750

勤続 35 年 39.7575 47.709 39.7575 47.709

最高
限度額 47.709 47.709 47.709 47.709

退職時
特別昇給 無 無

ウ　時間外勤務手当

平成 29 年度
支給総額 7,524 千円

職員一人当たり支給年額 53 千円

エ　その他の手当（平成 30 年４月１日現在）

区分 内        容 国の制度
との異同

○配偶者　 6,500 円
○子      10,000 円
○その他の扶養親族  6,500 円
○満 16 歳の年度始めから満 22 歳の年度末
まで 1 人につき 5,000 円の加算

同

※家賃
○家賃額 23,000 円までは 12,000 円との
差額
○家賃額 23,000 円を超える時は超える
額 の 2 分 の 1（ 限 度 額 16,000 円 ） に
11,000 円を加えた額
※持家
○無し

同

※交通用具利用者
・２ｋｍ以上５ｋｍ未満　　   2,000 円
・５ｋｍ以上 10 ｋｍ未満　    4,200 円
・10 ｋｍ以上 15 ｋｍ未満　    7,100 円
・15 ｋｍ以上　　　　　　    10,000 円

15㎞以上は、10,000 円を上限としている。

異

（注 1）

（注２）

（注３）
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